
内
閣
衆
質
一
五
四
第
七
八
号

平
成
十
四
年
五
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
河
村
た
か
し
君
提
出
小
渕
内
閣
総
理
大
臣
の
平
成
十
一
年
六
月
十
日
衆
議
院
地
方
行
政
委
員
会
に
お
け
る
住
民

基
本
台
帳
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
国
会
答
弁
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
四
年
五
月
三
十
一
日
受
領

答

弁

第

七

八

号



衆
議
院
議
員
河
村
た
か
し
君
提
出
小
渕
内
閣
総
理
大
臣
の
平
成
十
一
年
六
月
十
日
衆
議
院
地
方
行
政
委
員
会
に
お
け
る

住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
国
会
答
弁
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第

百
三
十
三
号
）
附
則
第
一
条
第
二
項
は
、
「
こ
の
法
律
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
政
府
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
万
全
を
期

す
る
た
め
、
速
や
か
に
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

の
整
備
に
つ
い
て
言
え
ば
、
政
府
は
、
立
法
機
関
で
は
な
く
、
自
ら
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
で
い
う
「
所
要
の
措
置
」
と
は
、
法
律
案
の
検
討
、
作
成
、
国
会
へ
の
提
出
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
る
。
こ
れ
に
対

し
、
同
項
に
関
連
し
て
平
成
十
一
年
六
月
十
日
の
衆
議
院
地
方
行
政
委
員
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
小
渕
内
閣
総
理
大
臣
の

答
弁
は
、
同
項
の
法
律
上
の
意
味
と
は
別
に
、
行
政
府
の
長
と
し
て
、
個
人
情
報
保
護
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
認
識
を
示
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
政
府
と
し
て
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
案
を
昨
年
三
月
に
国
会
に
提
出

し
、
そ
の
早
期
成
立
に
向
け
全
力
を
挙
げ
て
努
力
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
御
指
摘
の
福
田
内
閣
官
房
長
官
の
答
弁
は
、
右
の
小
渕
内
閣
総
理
大
臣
の
答
弁
が
、
政
府
に
お
い
て
は
自
ら
個
人

一



情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
成
立
に
向
け
て
努
力
を
す
る
と
い
う
意
味
で
「
政
治

姿
勢
を
示
し
た
も
の
」
で
あ
る
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

二


